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議案番号 件      名 
提案課名 内      容 

 
議案第９２号 

 
平成３０年度農業共済事業事務費賦課単価について 

 

農 業 創 造 課 

 

【関係法令】 

 ・農業保険法（昭和 22 年法律第 185 号） 

 ・三田市農業共済条例（平成 30 年三田市条例第 42 号） 

 

【趣  旨】 

 農業保険法の一部改正に伴い、家畜共済において死亡廃用共済と疾

病傷害共済がそれぞれ分離して加入できるようになったことから、そ

れぞれに賦課単価を定める必要が生じたため、三田市農業共済条例第

５条第２項の規定により、議会の議決を求めるもの。 

 

【内  容】 

賦課単価（積算の根拠） 

種別 賦 課 単 価 

水稲共済割 共済金額の１００００分の２０ 

麦共済割 共済金額の１００００分の５０ 

家畜共

済割 

死 亡 廃 用 共 済 共済金額の１００００分の５０ 

疾 病 傷 害 共 済 共済金額の１００００分の１４０

畑作物共済割 共済金額の１００００分の５０ 

園芸施

設共済

割 

ガラス室、プラスチックハウス

Ⅴ類 

共済金額の１００００分の７ 

プラスチックハウス（Ⅴ類を除

く。） 

共済金額の１００００分の１４ 

 

【適用日】 

 平成３１年１月１日 

 
 


